
介護予防・ 日常生活支援総合事業（ 以下「 総合事業」） は、高齢者の介護予防と 自立

し た日常生活の支援を 目的と し た事業で、サービ ス・ 活動事業と 一般介護予防事業

の二つから なり ます。

●  要支援1・ 2 の方は、介護予防サービ ス（ P.1 5 ～）と サービス・ 活動事業

（ P.2 7・ 2 8 ）を利用でき ます。

●  サービス・ 活動事業のみを利用する場合は、基本チェ ッ ク リ スト による

判定で利用でき ます。（ 要介護認定は不要です）

まずは、地域包括支援センタ ーまたは、松阪市高齢者支援課、

ケアマネジャ ーへご相談く ださ い。 心身の状態を 確認し た

う えで、その方に合っ たサービスや支援を受けるこ と ができ

ます。

総 合 事 業

サービス・ 活動事業 一般介護予防事業

総合事業の

ポイ ント

総合事業を

利用するには

サービ ス・ 活動事業

総合事業は、地域全体で高齢者を支え、高齢者の方も 自

ら の持つ能力をでき る限り 活かし て、要介護状態になる

こ と を予防するための事業です。

サービス・ 活動事業は、利用者の生活支援のニーズに対応できるよう 、介護サービス事業所

による訪問型サービスや通所型サービスと と も に、住民主体の支援等も 含め、多様なサー

ビスを提供し 、こ れら のサービスが適切に利用できるよう ケアマネジメ ント を行います。

対象者  ●要支援1・ 2 の方

 ●  基本チェックリスト により 事業対象者となった方
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総合事業 自分ら し い生活を

続ける ために

要支援
1・ 2

事業
対象者

要支援
1・ 2

事業
対象者

自
宅
を
訪
問
し
て
も
ら
う

  自立し た生活を 送る ため、日常生活の手助けを し て も ら う

ホームヘルパーに訪問し ても ら い、 生活援助（ 食事の準備や調理等）、

身体介護（ 食事や入浴、排せつの介助等）が受けら れます。

●利用回数  週 1 回～　 地域包括支援セン タ ーの作成する ケア

プラ ンにより 決まり ます。

※利用者の状態によっ て利用回数に上限があり ます。

ケアプラ ンの作成および相談は無料です

ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成

  総合事業の利用について相談する

地域包括支援セ ン タ ー の職員な ど に 相談し 、

サービ スの種類や回数を 決め、 ケアプ ラ ン が作

成さ れます。

介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼう

ケアマネジメ ント

訪
ほう も ん

問型
がた

サービス（ 身体介護や生活援助）

※ 加算によっ て自己負担額が変動する場合があり ます。

介護予防・ 生活支援の対象者が利用できるサービスです。
事業

対象者

□ 階段を手すり や壁をつたわら ずに昇っ ていますか

□ 6 カ 月間で 2 ～ 3 kg 以上の体重減少はあり まし たか

□ 半年前に比べて固いも のが食べにく く なり まし たか

□ 週に１ 回以上は外出し ていますか

□  周り の人から 「 いつも 同じ こ と を聞く 」 などの物忘れ
があると 言われますか

生活機能の低下が気になっ たら 地域包

括支援センタ ーに相談し まし ょ う 。

基本チェ ッ クリ スト と は、日常生活に必要

な機能が低下し ていないかを確認するた

めの 25 項目から なる質問票 です。 基本

チェ ッ クリ スト から 、どのよう な介護予防

に取り 組めばよいかがわかり ます。

基本チェ ッ ク リ スト （ 一部抜粋）

基本チェ ッ ク リ スト（ 元気はつら つチェ ッ ク シート ） について

1 カ 月あたり

週 2 回 2 ,3 4 9 円

生活援助中心 1 回あたり

2 0 分～ 4 5 分未満 1 7 9 円

4 5 分以上 2 2 0 円

自己負担（ 1 割） のめやす
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要支援
1・ 2

事業
対象者

要支援
1・ 2

事業
対象者

自
宅
を
訪
問
し
て
も
ら
う

自立し た生活を送るため、日常生活の簡単な手助けを し ても ら う

ホームヘルパー等が訪問し 、買物、調理、掃除、洗濯、布団干

し 等を 利用者と 一緒に行います。

訪
ほう も ん

問型
がた

サービス（ 生活援助のみ）

●利用回数 週 1 ～ 2 回

  地域包括支援セン タ ーの作成する ケアプ ラ ン に

より 決まり ます。

※ 利用者の状態によっ て利用回数に上限があり ます。

施
設
に
通
っ
て
利
用
す
る

通所介護施設（ デイ サービ スセン タ ー） で、 食事のサービ スや生活機能の維持向上のた

めの体操や筋力ト レ ーニン グなどを 日帰り で受けら れます。

●利用回数　 週 1 ～2 回

  地域包括支援センタ ーの作成するケアプラ ンに

より 決まり ます。

※利用者の状態によっ て利用回数に上限があり ます。

通所介護施設で食事や入浴などのサービスを 受ける

通
つう し ょ

所型
がた

サービス

自己負担（ 1 割） のめやす

1 カ 月あたり 1 回あたり

従前型 週１ 回 1 ,7 9 8 円 4 3 6 円

緩和型 週１ 回程度 3 3 3 円（ 半日・ 送迎つき ）

65 歳以上（ 第1 号被保険者）のすべての方、

およびその支援のために活動に関わる方

高齢者のみなさ んが元気でいき いき と 生活し 、要介護状態になら ないよう にするための教室

（ 介護予防教室）などを実施し ます。

また、介護予防のための人づく り を 充実さ せ、地域で集いの場を

増やす地域づく り を進めます。

対象者

一般介護予防事業

介護予防教室

開催日時・ 会場については、 お住まいの圏域の地域包括支援セン タ ー

へお問い合わせく ださ い。（ 詳し く は裏表紙をご覧く ださ い）

また、市が開催する教室は『 広報まつさ か』を ご覧く ださ い。

介護予防の集いの場

地域の身近な場所で仲間と と も に楽し く 介護予防に取り 組む場です 。 介護予防いき いき サポー

タ ーがボラ ンティ アと し て自主活動の場を 運営し ています。

※ 集いの場（ 自主グループ）については、お住まいの圏域の地域包括支援センタ ーへお問い合わせく ださ い。

運動器の機能向上教室
筋力アッ プを 図り 、 運動習慣が身に付く
よう 運動実習を し ます。

口腔機能向上教室
食べる機能やえん下機能の低下を 予防・
回復さ せるための方法を学びます。

栄養改善教室
「 おいし く 」「 楽し く 」 そし て「 安全」 な
食生活を 送るこ と ができ るよう 栄養に関
する講義や調理実習を し ます。

認知症予防教室
脳の活性化ゲーム、 学習療法等のツール
を 利用し た予防方法を 学びます。

自己負担（ 1 割） のめやす

1 回あたり

2 0 分～ 4 5 分未満 1 6 1 円

4 5 分以上 1 9 8 円

※食費、日常生活費は別途負担になり ます。

※ 加算によっ て自己負担額が変動する場合があり ます。

介護予防いき いき サポータ ー養成講座

介護予防の実践のための知識を 習得し 、地域で主体的に介護予防に取り 組み活躍するための講座

です。

初級・ 中級と ステッ プアッ プし て学ぶこ と ができ ます。
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支え合いの地域づく り

介護が必要な状態になっ ても 地域で暮ら し ていく には、「 住まい」を 前提と し て「 介護」や「 医療」などのいざと い

う と き のためのサービ スと 、「 介護予防」「 生活支援」など 日頃から 必要なサービ スが、日常生活の場（ 日常生活

圏域）で適切に提供さ れる 体制が必要です。

社会的な 役割を 持つこ

と は、生きがいや介護予

防につながり ます。

高齢者ができ るかぎり 住み慣れた地域で安心し て自分ら し く 暮ら し ていけるよう 、地域

全体で支えていく し く みが「 地域包括ケア（ 地域包括ケアシステム）」です。

　 本市は、多様な生活支援・ 介護予防サービスを提供できる地域

づく り を進めています。 ボラ ンティ アやサービスを提供する側

には、高齢者を含む地域住民の参加が期待さ れています。

● 市内在住の65 歳以上

● 介護予防や健康増進の活動に参加すると

ポイ ント が貯まる（ 登録団体、

指定し た活動に限る）

● 貯めたポイ ント は

参加賞と 交換！

●市内在住の65 歳以上

● 介護施設などでのボランティ アで

現金交付（ 上限あり ）

＊詳し く は、松阪市社会福祉協議会

　 　 ☎ 0598-23-2941

生活支援・ 介護予防サービスの充実と 高齢者の社会参加

お元気応援ポイ ント 事業 高齢者ボランティ アポイント 事業（ ささえさ ん）

ポイ ント が貯まる（ 登録団体、

地域包括
支援センタ ー

介　 護

住まい
民生委員・ 児童委員
住民自治協議会等 居宅

サービス

施設
サービス

医　 療

生活支援・ 介護予防

介護サービス事業所

保険者

●ボラ ン ティ ア活動や
　 地域活動に参加

●通院や入院 ●介護サービ ス
　 の利用

●医療の
　 提供

●介護サービスの提供

地 域 包 括ケ ア シス テム（ イメ ージ ）

かかり つけ医
専門医療機関 等

相談業務やサービスの
コ ーディ ネート を 行います。

認知症初期集中
支援チーム

在宅医療・ 介護
連携拠点

●介護予防いき いき
　 サポータ ー

●活動の場の提供
●日常生活の支援

関係機関による連携を推進

老人ク ラ ブ
N PO 、ボラ ンティ ア 等


